


【国保】 

D-16 パルスドプラ法加算（超音波検査（断層撮影法）） ② 

 

《平成２５年２月１日新規》 

《令和元年８月２９日更新》 

 

○ 取扱い 

原則として、乳癌が疑われる患者に対するスクリーニング検査として、

超音波検査の断層撮影法におけるパルスドプラ法加算は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

乳癌自体の血流量が少ないので、パルスドプラ法は意味がない。また、

スクリーニング検査では、早期症例又は他の良性腫瘍も多く含まれる。 

 

○ 留意事項 

乳腺腫瘍での算定も認めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


